
議案第３５号 

 

　　　勝山市立中学校建設工事（地下横断歩道建設工事）請負契約の変更について 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和

３９年勝山市条例第９号）第２条の規定に基づき、条件付き一般競争入札に付した勝山市立中学校建設工事（地下横断歩道建設工事）請負契

約を変更するため、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１　契約の目的　　勝山市立中学校建設工事（地下横断歩道建設工事） 

 

２　契約の金額　　変更前　金２４１，０１０，０００円 

　　　　　　　　　変更後　金２４３，０４５，０００円 

 

３　契約の相手方　株式会社豊栄建設、株式会社坪内建設、勝山市立中学校建設工事（地下横断歩道建設工事）特定建設工事共同企業体 

 

４　工期　　　　　変更前　契約締結日から令和８年３月１３日まで 

　　　　　　　　　変更後　契約締結日から令和８年９月３０日まで 

 

　　令和７年１０月１４日提出 

勝山市長　水上　実喜夫　 

 

 

 

 

 

　　　提案理由 

　勝山市立中学校建設工事（地下横断歩道建設工事）請負契約を変更するため、この案を提出する。


